
○吉野町契約規則 

平成８年９月20日 

規則第９号 

改正 平成14年５月28日規則第15号 

平成21年１月26日規則第２号 

平成26年６月５日規則第５号 

吉野町契約規則（昭和40年３月吉野町規則第１号）の全部を改正する。 

（趣旨） 

第１条 この規則は、法令に定めるもののほか、売買、貸借、請負その他の契

約に関し必要な事項を定めるものとする。 

（一般競争入札の公告） 

第２条 一般競争入札の公告は、地方自治法施行令（昭和22年政令第16号。以

下「令」という。）第167条の６第１項に規定する事項のほか、次に掲げる事

項を町掲示場へ掲示その他の方法により入札の期日の前日から起算して15日

前（不用品の売却その他軽易な事項に係る契約については５日前）までにし

なければならない。ただし、急を要する場合においては、その期間を短縮す

ることができる。 

(1) 入札に付する事項 

(2) 入札に必要な書類 

(3) 入札保証金に関する事項 

(4) 入札の無効に関する事項 

(5) その他必要な事項 

（一般競争入札の参加者の資格） 

第３条 令第167条の５第１項の規定による一般競争入札に参加する者に必要

な資格及びその審査については、別に定める。 

２ 町長は、前項の資格を有する者の名簿を作成するものとする。 

（一般競争入札の入札保証金） 



第４条 一般競争入札に参加しようとする者は、入札金額（再入札の場合にあ

っては最初の入札の入札金額）の100分の５（インターネットを利用して町の

普通財産の売払いを行う事務手続き（以下「公有財産売却システム」という。）

による入札にあっては、当該入札に係る予定価格の100分の10）に相当する額

以上の入札保証金を入札の際納付しなければならない。ただし、その者が次

の各号の一に該当する者である場合においては、入札保証金の全部又は一部

の納付を免除することができるものとする。 

(1) 保険会社との間に町を被保険者とする入札保証保険契約を締結した者 

(2) 前条第１項の規定により定められた資格を有する者で、過去２年間に国

又は地方公共団体と種類及び規模をほぼ同じくする契約を数回以上にわた

って締結し、かつ、これらを全て誠実に履行した者である等契約を締結し

ないこととなるおそれがないと認められるもの 

２ 前項の入札保証金の納付は、次に掲げる担保の提供をもってこれに代える

ことができる。 

(1) 国債 

(2) 地方債 

(3) 政府の保証のある債券 

(4) 銀行、農林中央金庫又は商工組合中央金庫の発行する債券（以下「金融

債」という。） 

(5) 町長が確実と認める社債 

(6) 銀行が振出し又は支払保証をした小切手 

(7) 銀行又は町長が確実と認める金融機関（出資の受入れ、預り金及び金利

等の取締りに関する法律（昭和29年法律第195号）第３条に規定する金融機

関（銀行を除く。）をいう。以下同じ。）の保証 

(8) 町有財産売却システムを管理する事業者の保証 

３ 一般競争入札に参加しようとする者が銀行又は町長が確実と認める金融機

関の保証を入札保証金に代わる担保として提供するときは、当該保証を証す



る書面を提出しなければならない。 

４ 第２項に掲げる担保の価値は、次の各号に掲げる担保について当該各号に

掲げるところによる。 

(1) 国債及び地方債 債権金額（ただし、割引の方法により発行した国債及

び地方債であって保証金に充用の日から５年以内に償還期限の到来しない

ものについては発行価額） 

(2) 政府の保証のある債券、金融債及び町長が確実と認める社債 額面金額

又は登録金額（発行価額が額面金額又は登録金額と異なるときは、発行価

額）の８割に相当する金額） 

(3) 銀行が振出し又は支払保証をした小切手 小切手金額 

(4) 銀行又は町長が確実と認める金融機関の保証 その保証する金額 

５ 一般競争入札に参加しようとする者から小切手を入札保証金の納付に代わ

る担保として提供があった場合において、当該小切手を第10条の規定により

還付することとなる前にその呈示期間が経過することとなるときは、当該小

切手を保管する者をしてその取立て及び当該取立てに係る現金の保管をさせ、

又は当該小切手を担保として提供した者に対して当該小切手に代わる入札保

証金の納付若しくは入札保証金の納付に代える担保の提供を求めるものとす

る。 

（一般競争入札の手続き） 

第５条 一般競争入札に参加しようとする者は、入札書（第１号様式）を作成

し、封かんの上、所定の場所及び日時に入札しなければならない。 

２ 入札書は、町長が特に必要があると認めた場合に限り書留郵便で差し出す

ことができる。この場合においては、当該書留郵便の表面に「入札書」と朱

書しなければならない。 

（入札金額） 

第６条 入札書に記載すべき金額は、特に単価を示すべきことを指示した場合

のほか、全て総計金額とする。 



（一般競争入札の無効） 

第７条 次の各号の一に該当する入札は、無効とする。 

(1) 町長の定める入札条件に違反した入札 

(2) 入札書に記名押印を欠く入札 

(3) 入札書の重要な文字の誤脱等により必要な事項を確認できない入札 

(4) 同一入札者がなした２以上の入札 

(5) 入札に際して公正な入札の執行を害する行為をなした者の入札 

（一般競争入札の執行の取消し等） 

第８条 町長は、一般競争入札を執行する際、入札者の不正行為その他の理由

により、その入札を執行することが不適当であると認めるときは、これを延

期し、又は取り消すことができる。 

（開札） 

第９条 開札の場所には、予定価格を記載した書面を封書にして備え、開札を

終了したときは、開札録（第２号様式）を作成しなければならない。 

２ 令第167条の10第２項の規定により、最低制限価格を設けたときは、前項の

書面に併せてこれを記載しなければならない。 

（一般競争入札の入札保証金の還付） 

第10条 納付した入札保証金（その納付に代えて提供された担保を含む。以下

同じ。）は、落札者決定後直ちに還付する。ただし、落札者に係る入札保証

金は、契約締結と同時に還付する。 

（入札に係る損害賠償） 

第11条 落札者が契約を締結しない場合には、納付した入札保証金は、町に帰

属するものとする。 

２ 前項の場合において、当該落札者は、入札保証金の全部又は一部の納付を

免除されているときは、入札金額の100分の５に相当する額（落札者が入札保

証金の一部を納付しているときは、その額から当該納付している額を控除し

た額）を損害賠償金として納付しなければならない。 



（指名競争入札の参加者の資格） 

第12条 令第167条の11第２項の規定による指名競争入札に参加する者に必要

な資格及びその審査については、別に定める。 

（指名競争入札の参加者の指名） 

第13条 指名競争入札の方法により契約を締結しようとする場合においては、

３人以上を指名することを原則とする。 

（一般競争入札に関する規定の準用） 

第14条 第３条第２項及び第４条から第11条までの規定は、指名競争入札の場

合にこれを準用する。この場合において、第３条第２項中「前項」及び第４

条第１項第２号中「前条第１項」とあるのは、「第12条」と読み替えるもの

とする。 

２ 第12条の資格が第３条第１項の資格と同一である等のため、第12条の資格

の審査及び前項において準用する第３条第２項の名簿の作成を要しないと認

められるときは、当該資格の審査及び名簿の作成は行わず、同条第１項及び

第２項の資格の審査及び名簿の作成をもって代えるものとする。 

（随意契約） 

第15条 随意契約によることができる場合における令第167条の２第１項第１

号に規定する予定価格（貸借の契約にあっては、予定賃貸借料の年額又は総

額）について規則で定める額は、次の各号に掲げる契約の種類に応じ、当該

各号に定めるとおりとする。 

(1) 工事又は製造の請負 130万円 

(2) 財産の買入れ 80万円 

(3) 物件の借入れ 40万円 

(4) 財産の売払い 30万円 

(5) 物件の貸付け 30万円 

(6) 前各号に掲げるもの以外のもの 50万円 

２ 随意契約の方法による契約を締結しようとする場合においては、見積りに



必要な事項を示して、なるべく２人以上から見積書を提出させなければなら

ない。ただし、契約の目的及び性質により見積書を提出させる必要がないと

認められるものについては、この限りではない。 

（契約書等） 

第16条 落札者又は随意契約の通知を受けた者は、次条第１項の規定により契

約書の作成を省略する場合を除き、落札の日又は随意契約の通知を受けた日

から５日以内（町長が特別の理由により必要があると認めるときは町長の指

定する日まで）に町長とともに契約書を作成し、これに記名押印しなければ

ならない。 

２ 落札者は、正当の理由がないのに前項の期間内に契約書に記名押印しない

ときは、落札者としての権利を失うものとする。 

３ 契約書（建設工事の請負契約に係るものを除く。）には、次に掲げる事項

を記載しなければならない。ただし、契約の種類又は性質により必要のない

事項については、この限りでない。 

(1) 契約の目的 

(2) 契約金額 

(3) 履行の期限 

(4) 履行の場所 

(5) 契約保証金に関する事項 

(6) 監督及び検査に関する事項 

(7) 契約代金の支払又は受領の時期及び方法 

(8) 債務不履行の場合の損害金に関する事項 

(9) 危険負担に関する事項 

(10) 瑕疵担保責任に関する事項 

(11) 契約の解除に関する事項 

(12) その他必要な事項 

４ 建設工事の請負契約に係る契約書は、工事請負契約書（第３号様式）によ



らなければならない。ただし、契約の内容により当該契約書により難いと認

められるときは、この限りでない。 

（契約書の省略） 

第17条 契約金額が百万円未満の契約その他町長が特に契約書の作成を省略し

ても差し支えないと認める契約については、前条に規定する契約書の作成を

省略することができるものとする。 

２ 前項の規定により契約書の作成を省略する場合においては、契約の相手方

（以下「契約者」という。）は、当該契約が建設工事の請負契約であるとき

は建設工事請書（第４号様式）を、その他の契約であるときは町長が特に必

要があると認めるときに限り前条第３項の規定に準じ必要な事項を記載した

請書を提出しなければならない。 

（契約保証金） 

第18条 契約者は、契約締結と同時に契約金額の100分の10（町有財産売却シス

テムによる入札に係る契約にあっては、当該入札に係る予定価格の100分の

10）に相当する額以上の契約保証金を納付しなければならない。ただし、契

約者が、次の各号の一に該当する者であるときは、町長は契約保証金の全部

又は一部の納付を免除することができるものとする。 

(1) 保険会社との間に本町を被保険者とする履行保証保険契約を締結した

者 

(2) 町と保険会社が締結した工事履行保証契約に係る保証を当該保険会社

に委託した者 

(3) 法令に基づき延納が認められる場合において確実な担保を提供した者 

(4) 物品を売り払う場合において売払代金を即納する者 

(5) 第３条第１項又は第12条の規定により定められた資格を有する者で、過

去２年間に国又は地方公共団体と種類及び規模をほぼ同じくする契約を数

回以上にわたって締結し、かつ、これらを全て誠実に履行した者である等

将来契約を履行しないこととなるおそれがないと認められるもの 



(6) 随意契約を締結する場合において、契約を履行しないこととなるおそれ

がないと認められる者 

２ 前項の契約保証金の納付は、次に掲げる担保の提供をもってこれに代える

ことができる。 

(1) 第４条第２項各号に掲げるもの 

(2) 公共工事の前払金保証事業に関する法律（昭和27年法律第184号）第２

条第４項に規定する保証事業会社（以下「保証事業会社」という。）の保

証 

３ 保証事業会社の保証を契約保証金に代わる担保とする場合における当該担

保の価値は、その保証する金額とする。 

４ 第４条第３項から第５項までの規定は、契約保証金について準用する。こ

の場合において、同条第３項中「一般競争入札に参加しようとする者」とあ

るのは「契約者」と、「金融機関」とあるのは「金融機関若しくは保証事業

会社」と、同条第４項第４号中「金融機関」とあるのは「金融機関若しくは

保証事業会社」と、同条第５項中「第10条の規定により還付することとなる

前」とあるのは「契約上の義務履行前」と、それぞれ読み替えるものとする。 

（契約保証金の還付） 

第19条 納付した契約保証金（その納付に代えて提供された担保を含む。以下

同じ。）は、契約の履行後これを還付する。ただし、町長は、契約者の瑕疵

担保義務の終了までその全部又は一部を留保することができる。 

（延期願） 

第20条 契約者は、天災その他やむを得ない理由により契約の履行期限内に債

務を履行し難い場合には、延期願（第５号様式）により町長の承認を受けな

ければならない。 

（権利義務の譲渡禁止） 

第21条 契約者は、契約の締結によって生ずる権利又は義務を第三者に譲渡し

てはならない。ただし、あらかじめ町長の承認を受けたときは、この限りで



ない。 

（遅延利息） 

第22条 契約者は、その責に帰すべき事由により履行期限内に当該契約を履行

しないときは、履行期限の翌日から履行の日までの期間の日数に応じ、契約

金額から既済部分又は既納部分に対する相当額を控除した額について年

10.75パーセントの割合（閏年は、平年と同様に扱う。）を乗じて算定して得

た額を遅延利息として納付しなければならない。ただし、その金額が1,000円

未満であるときは、この限りでない。 

（契約に係る損害賠償） 

第23条 町長が次条第１項の規定により契約を解除した場合には、納付した契

約保証金は、町に帰属するものとする。 

２ 前項の場合において、契約者は、契約保証金の全部又は一部の納付を免除

されているときは、契約金額の100分の10に相当する額（契約者が契約保証金

の一部を納付しているときはその額から当該納付している額を控除した額）

を損害賠償金として納付しなければならない。 

（契約の解除） 

第24条 町長は、次の各号の一に該当する場合においては、契約を解除するこ

とができる。 

(1) 契約者がその責に帰する事由により履行期限内又は履行期限後相当の

期間内に契約を履行する見込みがないと明らかに認められるとき。 

(2) 契約者が正当の理由がないのに契約の履行の着手を遅延したとき。 

(3) 契約者が契約の履行に関し不正の行為をしたとき。 

(4) 契約者が正当の理由がないのに検査、検収、監督等関係職員の職務の執

行を妨げたとき。 

(5) 契約者が契約事項に違反することにより、その契約の目的を達すること

ができないと認められるとき。 

２ 町長は、前項に定める場合のほか、契約の履行が終らない間において特に



必要があるときは、契約を解除することができる。 

附 則 

（施行期日） 

１ この規則は、平成８年10月１日から施行する。 

（経過措置） 

２ 改正後の吉野町契約規則の規定は、平成８年10月１日以後に公告のあった

一般競争入札、参加者の指名のあった指名競争入札及び契約の申し込みの誘

因に係る随意契約について適用し、同日前に公告のあった一般競争入札、参

加者の指名のあった指名競争入札及び契約の申し込みの誘因に係る随意契約

については、なお従前の例による。 

附 則（平成14年規則第15号） 

この規則は、平成14年５月30日から施行する。 

附 則（平成21年規則第２号） 

この規則は、平成21年２月１日から施行する。 

附 則（平成26年規則第５号） 

 この規則は、平成26年６月５日から施行する。 

 


